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執行役員制の導入に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催された取締役会において、業務執行機能の強化と業務執行責任の明確化

を狙いとして、今年 4 月より執行役員制を導入することを決議しましたのでお知らせ致し

ます。 

記 

１．導入の理由 

執行役員制の導入により、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速

化を図る。 

 

２．導入の予定日 

平成 25 年 4 月 1 日 

 

なお、執行役員制の導入に併せて、取締役については、経営環境の変化への即応性を高め、

経営責任の明確化を図ることを狙いとして、取締役の定数削減および任期短縮を実施する

こととし、これらについては 4 月開催の取締役会に諮る予定であり、決定次第お知らせ致

します。 

 

以上 

 

 


